
令和８年度津市における地方都市再生まちづくり支援検討業務 

仕 様 書 

 

１．業務名 

令和８年度津市における地方都市再生まちづくり支援検討業務 

 

２．業務目的 

独立行政法人都市再生機構（以下「機構」と言う）は、三重県津市において、令和５

年に設立されたエリアプラットフォーム「大門・丸之内 未来のまちづくり」（以下、

「エリプラ」という）を支援し、多様な関係者とともに取り組んでいるところである。 

市はR5年３月に「津市大門・丸之内地区未来ビジョン」（以下、「未来ビジョン」と

いう）を作成。R7年度は、今後の道路利活用方針を探るための、エリプラ主体の社会実

験を実施する等、地元主体の取組の機運を高めたうえで、未来ビジョンを踏まえたエリ

プラの活動指針となる「アクションプラン（案）」を地元と協働で作成し、今後の取組

案を取りまとめてきたところである。 

本業務では、アクションプラン（案）に基づくエリプラ主体の取組（社会実験等）を

支援し、その結果を踏まえたアクションプラン等の更新を実施することで、将来的なエ

リプラの自走化を促進することを目的とする。 

 

３．業務対象区域 

 三重県津市 大門・丸之内地区  （位置は別図参照） 

 

４．業務内容 

 １）社会実験及び効果分析支援等 

①公共空間利活用社会実験の実施支援 

令和７年度に作成したアクションプラン（案）の実行施策として、地元やエリプ

ラと連携した上で、エリプラの自走化に繋がる社会実験の企画・運営支援を実施す

る。 

・エリプラ主体の社会実験の実施補助：合計５回程度 

※１回あたり１日程度を想定。企画・準備は別途実施。 

 ※具体的な実施内容、実施場所、時間帯等については、地元の意向等を踏まえ、機

構と改めて協議の上決定すること。 

 

  ②効果測定及び分析等 

上記１）①の社会実験において来訪者・出店者等にアンケート調査を行い、機構

が別途行う人流調査（KLA等）の結果と合わせて分析等を行う。 

・アンケート調査（地元関係者、来訪者、出店者等） 

・ゲートカウント調査、アクティビティ調査等 

・人流調査分析 

    ※人流調査に関わるデータとして、機構からＫＬＡ等で取得したエリア内人流デ

ータを提供する。 

・エリプラの自走化に向けた考察（運営体制・資金等） 



  

 ２）アクションプラン等の実行計画の見直し検討等 

１）の取組等を踏まえアクションプラン（案）等の更新を行う。更新にあたって

は、エリプラ関係者の意見等を徴収するとともに、「未来ビジョン」等の内容や整

合性を調整すること。 

・エリプラ関係者からの意見徴収（ワークショップ等） 

・アクションプラン等の更新・修正 

・イメージパースの修正等：5枚程度 

 ※AI技術の活用も適宜検討すること。 

・デザイン校正 

※アクションプランの更新にあたっては、今後の見直しや修正を想定し、加工・

更新が容易となる様式の採用およびデータ整理を行うこと 

 

   

３）アクションプラン等に基づくエリプラの取組支援 

①津市大門・丸之内地区の基礎情報の更新・分析 

   過年度に取りまとめた大門・丸之内地区の人口構成や経済動向、業態、空き地・

空き家等の基礎情報について、更新を行い、令和７年度及び令和８年度の人流調査

等の結果と合わせて街の環境変化等を分析する。 

 

②エリプラの自走化に向けた取組支援   

民間不動産の利活用検討等アクションプラン等に基づく展開を推進して行くた

め、エリプラの取組検討支援を行う。 

・事例調査（リノベーションまちづくり等の全国各地の取組・運営手法等） 

・①の調査結果及び事例等を踏まえたエリプラ運営体制の検討 

・エリプラメンバーへの説明資料作成補助 

 

５．履行期間 

契約締結日の翌日から令和９年３月５日（金）まで 

 

６．成果品 

 ・報告書（A4）２部 

 ・報告書及びその他の資料の電子データ（記録媒体はDVD－Rとする） 

 

７．提出先 

 独立行政法人都市再生機構 中部支社 都市再生業務部 まちづくり支援課 

 

８．特記事項 

（１）業務カルテの作成 

受注者は、業務請負代金額100 万円以上の業務について、測量調査設計業務実績情報

サービス（ＴＥＣＲＩＳ）に基づき、「業務カルテ」を作成し監督員の確認を受けた

後に、（財）日本建設情報総合センターにフロッピーディスクにより、又は公衆回線



を通じてオンラインで提出するとともに、（財）日本建設情報総合センター発行の

「業務カルテ受領書」の写しを監督員に提出しなければならない。提出の期限は、以

下のとおりとする。 

なお、業務カルテの作成にあたっては、別に定める「テクリス登録要領」を参考とす

る。 

１ 受注時登録データの提出期限は、契約締結後10日以内とする。 

２ 完了時登録データの提出期限は、契約完了後10日以内とする。 

３ 履行中に受注時登録データの内容に変更があった場合は、変更があった日から10 

日以内に変更データを提出しなければならない。 

（２）管理技術者 

①管理技術者とは、契約の履行に関し、業務の管理及び統轄等を行う者で業務請負契

約書第８条の規定に基づく現場代理人をいう。 

②本業務において、従事する管理技術者については様式－２に基づき氏名、保有資格

等を監督員に提出すること。 

③管理技術者は、業務の履行にあたり、契約図書及び本仕様書を充分に理解し、業務

が管理技術者の下、担当技術者によって適切に履行されるように業務の指揮監督を行

うものとする。 

④管理技術者は、業務内容の進捗状況等を監督員に適宜報告するものとする。又、監

督員からの要求に応じて、その都度業務の報告を行わなければならない。 

（３）打合せについて 

①業務を適正かつ円滑に実施するため、管理技術者と監督員は業務の方針及び条件等

の疑義を正すものとし、その内容についてはその都度受注者が書面（打合せ記録簿

（A4判））に記録し、相互に確認しなければならない。 

②管理技術者は、必要に応じて監督員と打合せを行うこと。打合せ結果について、書

面（打合せ記録簿（A4 判））に記録し相互に確認しなければならない。 

（４）必要に応じて、関係各所との打合せ等への出席を依頼する場合がある。また、打合

せに必要な資料は、随時、機構担当者と協議の上、作成すること。 

（５）提出書類仕様 

受注者は、本仕様書で規定されている提出書類作成に当たっては、「国等による環境

物品等の調達の推進等に関する法律（グリーン購入法）」の規定に基づく再生紙を使

用するものとする。 

（６）本業務の完了は、成果品を提出し、検査に合格した時点とする。なお、検査合格後

であっても、誤りが発見された場合には速やかにこれを訂正すること。 

（７）業務成績評定 

本業務の請負金額が200 万円を超える場合は、業務成績評定対象業務となり、受注者

には業務完了後、業務成績評定点を通知する。なお、付与した業務成績評定点は、将

来業務発注時に価格以外の評価項目として使用することがある。 

（８）再委託について 

① 受注者は、次に掲げる本業務の「主たる部分」の再委託を行うことは出来ない。 

・業務の履行管理、総合的企画、手法の決定及び技術的判断等 

・打合せ及び内容説明 

② 業務請負契約書第４条２項に基づき、第三者に委任又は請け負わせようとするとき



は書面（様式―１）により予め承諾を得なければならない。なお、以下の業務につい

ては再委託の承諾を要しないものとする。 

■特に承諾を要しない業務 

・コピー、印刷、製本、資料収集、要約といった簡易な業務 

・写真撮影、トレース業務、模型作成、パース作成、描画、写真撮影 

・単純計算（ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝを含む） 

・データ入力（ＣＡＤ、電算） 

③ 受注者は、業務を再委託する場合、書面により再委託の相手方との契約関係を明確

にしておくとともに、再委託の相手方に対して適切な指導、管理の下に業務を実施し

なければならない。また、それらの契約関係に関する書面については、発注者の求め

に応じた書面全てを受注者は提出しなければならない。 

（９）法令及び条例等の関係法令を遵守すること。 

（１０）業務の履行上知り得た秘密を第三者に漏らし、又は利用してはならない。 

（１１） 暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置について 

① 業務の履行に際して、暴力団員等による不当要求又は業務妨害（以下「不当介入」

という。）を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった

時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。 

② ①により警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やか

にその内容を記載した文書により機構に報告すること。 

③ 暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じ

た場合は、機構と協議を行うこと。 

（１２）ウィークリースタンスの実施について 

本業務の実施にあたっては、業務環境の改善に取り組むウィークリースタンスを考慮

するものとする。ウィークリースタンスの実施にあたっては、別添「ウィークリース

タンス実施要領」に基づき、監督員と確認・調整した内容について取り組むものとす

る。 

（１３）本仕様書に記載のない事項又は疑義が生じたときは、その都度機構指示者と協議

すること。 

 

 

以 上 

 

 

  



【業務対象地 位置図】 
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【仕様書（別紙）】 

 

「令和８年度津市における地方都市再生まちづくり支援検討業務」の業務量（目安） 

 

1  積算基準 

  本業務の積算基準については、入札説明書別紙２を参照すること。 

 

２ 業務内容ごとの業務量（直接人件費）の目安（単位：人・日） 

  下記の業務量で記載する（人・日）は換算によるものである。 

 

   

業務項目 
業務量 

（人・日） 
備考 

１）社会実験及び効果分析支援等    49.0 人・日  

２）アクションプラン等の実行計画の見直し

検討等 
20.0 人・日  

３）アクションプラン等に基づくエリプラの

取組支援 
30.0 人・日  

        合  計  99.0 人・日  

 

  



 

ウイークリースタンス 実施要領 

 

１ 目 的 

公共工事の品質確保の促進に関する法律（平成十七年法律第十八号）第 22 条に基づ

く「発注関係事務の運用に関する指針」を踏まえ、建設コンサルタント業務等における受

発注者の業務環境を改善し、業務成果の品質が確保されるよう適正な業務執行を図るこ

とを目的とする。 

 

２ 取組内容 

（１）業務の実施に当たり、適切な作業時間を確保するほか、就業環境や業務特性等を勘

案した上で、原則として以下の項目（１週間における仕事の進め方の相互ルール）に

ついて受発注者間で設定する。 

①休日明け日（月曜日等）を依頼の期限日としない。 

②水曜日は定時の帰宅を心掛ける。 

③休暇が取れるように休前日（金曜日等）は新たな依頼をしない。 

④昼休みや 17 時以降の打合せは行わない。 

⑤定時間際、定時後の依頼をしない。 

⑥その他、業務環境改善に関わる取組みを任意に設定する（web 会議の積極的な活

用等）。 

（２）業務履行期間中であっても、受発注間で確認・調整の上、必要に応じ、設定した取

組内容を見直すことができる。 

（３）（１）によらず、やむを得ず受注者に作業依頼を行う場合には、監督員又は監督職員

から管理技術者又は主任技術者に対して依頼内容とその理由を明確に指示する。 

（４）緊急事態対応（災害対応等）については、取組みの対象外とする。 

 

３ 進め方 

（１）初回打合せ時に取組内容を受発注者間で確認・調整の上、設定する。取組期間につ

いては、初回打合せ時から履行期間末までを原則とする。 

（２）受注者は、設定した取組内容を打合せ記録簿に整理し、受発注者間で共有する。 

（３）成果物納入時の打合せ時に実施結果、効果、改善点等を受発注者双方で確認し、打

合せ記録簿に整理する。 

以  上 

 

 

 

 

 

 

 

別添 



【仕様書（様式－１）】 

令和  年  月  日 

 

再委託（変更等）承諾申請書 

 

独立行政法人都市再生機構中部支社 

支社長  ○○ ○○ 殿 

 

受注者 住所 ○○○○○○ 

株式会社○○○○ 

氏名 ○○ ○○ 印 

 

契約名称：令和８年度津市における地方都市再生まちづくり支援検討業務 

 

令和８年  月  日付けをもって締結した上記の契約に関して、以下のとおり業務の一部

を再委託したく、契約書第４条第２項に基づき申請するので、手続き方お願いします。 

以 上  

 

 

 

 

 

 

項 目 申請内容 

再委託の相手方 

（住所、名称） 

〒○○○-○○○○ ○○県○○市○○町○－○ 

株式会社○○○○ 

再委託業務の内容 ・○○○○○○○○○○ 

・○○○○○○○○○○ 

・○○○○○○○○○○ 

再委託業務の 

契約予定額 

○○○千円（契約金額に対する比率○％） 

※ 見積書を添付 

再委託を行う必要性 

及び 

再委託の相手方の 

選定理由 

（再委託する必要性） 

○○○○を再委託することで、業務の効率化を図り、工期短縮に努め

るため。 

（再委託の相手方の選定理由） 

株式会社○○○○は、令和○○年より弊社の○○○○業務の○○○○

を中心とした業務を行ってきている。この間、成果の品質が高く、納期

も遵守している。 

また、上記業務の同種、類似業務の実施経験が多数有り、短期間での

業務遂行に寄与し、成果の品質向上に資することが期待できるため。 



【仕様書（様式－２）】 

 

管理技術者通知書 

 

 

令和  年  月  日 

 

 

独立行政法人都市再生機構中部支社 

支社長  ○○ ○○ 殿 

 

 

受注者 

住所 

氏名               印 

 

 

令和８年  月  日付け業務請負契約を締結した次の業務について、業務請負契約書

第 7 条に基づく管理技術者を下記のとおり決定（変更）したので業務請負契約書第 7 条に

基づき通知します。 

 

契約件名：令和８年度津市における地方都市再生まちづくり支援検討業務 

 

記 

 

管理技術者※1 

氏 名 保有資格 取得年月日（登録番号） 

 

 

 

（       ※2） 

  

 

※1 競争参加資格確認資料提出時点に提出した様式－４に変更がある場合は、新たに様式－４を作成して提出

すること。 

※2 （  ）内は、担当技術者を記載すること。 

 

 

 

 

 


